
令和８年３月２５日 

報 道 発 表 資 料 

川崎市（総務企画局） 

 

 次のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。  

 所   属    麻生区役所 

職   位  主任 

年   齢   ５３歳 

性   別  男性 

処 分 内 容   戒告 

 

処 分 理 由 

 

 

 

 

 

 

令和６年９月３０日、麻生区役所において、住民基本

台帳事務におけるＤＶ等支援措置の対象者の元配偶者か

ら、国民健康保険料の納付を受けた際、当該対象者の住

所が記載された領収書を誤って交付し、当該住所を漏え

いした。 

その結果、当該対象者は転居を余儀なくされ、当該対

象者に対し転居費用相当額の損害を賠償するに至った。 

このことは、常に高い行為規範を求められる公務員と

してあるまじき行為であり、公務に対する信用を著しく

失墜させ、全体の奉仕者としてふさわしくない非行であ

った。 

 

処分発令日   令和８年３月２５日 

処 分 者   川崎市長 

備   考 
管理監督責任として、上司（麻生区役所 課長級 ６

０歳 男性）に対して、口頭注意を行った。 

 

                    問合せ先 

                    川崎市総務企画局人事部人事課 砂田 

                    ０４４－２００－０８６８ 

 


